
○大田市広報紙「広報おおだ」広告掲載取扱要領 

平成２２年１２月１７日 

告示第８９号 

改正 平成２７年２月１３日告示第１０号 

平成２８年１月１３日告示第５号 

令和３年３月３０日告示第９９号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大田市広告掲載要綱（平成１９年大田市告示第

９４号。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、大田市広報

誌「広報おおだ」（以下「広報おおだ」という。）に掲載する広告

の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載基準等） 

第２条 広告の掲載基準、規格及び掲載料等は、別表のとおりとする。  

（広告主の募集及び広告掲載の申込み） 

第３条 広告掲載希望者の募集は、募集期間、枠数及び仕様等を明示

し、「広報おおだ」又は大田市ホームページへの掲載等の方法で行

うものとする。 

２ 広告掲載希望者は、「広報おおだ」広告掲載申込書（様式第１号）

により、市長に申し込むものとする。 

（広告物の制作及び経費負担） 

第４条 広告掲載希望者は、広告物の原稿データを別表に従って作成

し、市長に提出するものとする。 

２ 広告物の原稿データの制作に係る経費は、広告掲載希望者の負担

とする。 

（広告掲載の承諾） 

第５条 市長は、第３条第２項の規定により申込書の提出を受けたと



きは、同条第１項の規定による募集期間終了後、必要により要綱第

２０条に規定する大田市広告掲載審査委員会の意見を踏まえ、又は

速やかに広告掲載に係る承諾の可否を決定し、その結果を広告掲載

希望者に広告掲載承諾（不承諾）決定通知書（様式第２号）により

通知するものとする。 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附 則 

この告示は、平成２２年１２月１７日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第１０号） 

この告示は、平成２７年２月１３日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第５号） 

この告示は、平成２８年１月１３日から施行する。 

附 則（令和３年告示第９９号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

掲載位置 大田市の指定する位置 

掲載規格 単色（黒）又はカラー（プロセス４色）刷り。 

１枠縦４．５cm×横８．５cm（５段組み紙面中の最

下段１段の１／２を単位とする。ただし、２枠以上を

結合して広告を掲載することも可。 

掲載期間 広告の掲載期間は、「広報おおだ」１号単位とする。 

ただし、継続は妨げない。 

掲載広告の規

制 

「大田市広告掲載要綱」及び「大田市広報紙及び大田

市ホームページ広告掲載基準」の定めによる。 

広告掲載料 単色１枠５，０００円、カラー１枠７，５００円とす



る。 

原稿の仕様 データ（Microsoft Wordを原則）での提出とする。 

色は単色（黒）又はカラー（プロセス４色）刷りとし、

完成した版下での提出とする。 

原稿（完成版

下）提出期限 

発行日の１月前とする。 

優先掲載順位 要綱第７条に規定するもののほか、次のとおりとす

る。 

（１） 同順位の中では、掲載希望回数の多いものを

優先する。 

（２） 同順位の掲載希望者が複数の場合は、抽選で

決定する。 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

 


